
農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び 

中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第３回合同会合議事録 

 

1. 日 時：  平成１５年５月２１日（水） １３：３０～ １６：２７ 

2. 場 所：  環境省第１会議室 

3. 議 題 

（１） 特定農薬に関して情報提供があったもののさらなる整理について 

（２） 特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針（案）について 

（３） その他 

4. 配布資料  

資料１  農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌

農薬部会農薬専 門委員会合同会合委員名簿 

資料２  配置図 

資料３  第２回合同会合議事概要 

資料４  農薬でないとされるもの（修正案） 

資料５  情報提供のあった資材のうち農薬として使用すべきでないもの(案)  

資料６  特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針（案）  

資料７  特定防除資材（特定農薬）の整理フロー（案）  

資料８  特定防除資材（特定農薬）として指定された資材に関連する情報につ

いて（修正案）  

参考資料１  特定防除資材（特定農薬）検討に当たっての論点メモ（第２回合同会

合配付資料９） 

参考資料２  農薬取締法に基づき農薬登録申請者が提出を義務づけられている毒性

及び残留性に関する試験成績（第２回合同会合配付資料 11）  

 …農薬の登録制度、試験成績一覧、試験成績の作成に係る指針（抜

粋版） 

参考資料３  特定農薬の調査結果の概要及び特定農薬の指定に関する検討結果 

 （第６回農薬分科会配付資料８、資料９）  

参考資料４  特定防除資材（特定農薬）に関する新聞報道等（掲載は省略） 

参考資料５  第２回合同会合議事録（案）（委員限り）  



参考資料６  特定防除資材（特定農薬）検討に当たっての論点メモ等に対する委員

意見（委員限り） 

【事務局】 それでは、定刻になりましたので、ただいまから農業資材審議会農薬分科会

特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第３回合同

会合を開催させていただきます。 

 本日は、委員の皆様方、ご多忙の中ご出席を賜り、ありがとうございます。 

 私は、事務局を務めます農林水産省農薬対策室長の澤田でございます。よろしくお

願いいたします。座らせていただきます。 

 では、最初に委員の皆様のご出欠の状況を報告させていただきます。お手元の資

料、１枚めくっていただきますと資料１ということで委員名簿がございます。 これで見

ていただきますが、ご欠席だということで承っている委員をご紹介いたします。上から

３人目ですが、伊東委員、それと、国見委員、櫻井委員、それか ら下の方で廣瀬委

員、米谷委員、眞柄委員、それから山本委員でございます。それで、あと、上の方で

すけれども、井上委員は３時半からご出席可能ということ で聞いています。それから、

上路委員は 16 時からということで承っております。という状況でございます。 

 それでは、最初に農林水産省の坂野審議官からごあいさつを申し上げます。 

【事務局】 農林水産省審議官の坂野でございます。委員の方々におきましては、もう今

年何回目ですか、かなりの回数ですけれども、またお忙しい中、ご出席いただきまし

て御礼申し上げたいと思います。 

 この機会でございます。尐し最近の情勢を申し上げたいと思っております。 

 まず、農薬取締法でございます。昨年末に改正しまして、３月 10 日に施行ということ

でございます。この施行に至るまでに、大変審議会の委員の先生方の熱 心、また、

きちっとした議論をいただいたおかげで、何とか施行にいけたということであります。

現在はその内容を現場に趣旨徹底ということで、まずその内容 を皆さんにきちっと知

っていただくということに全力を挙げているところでございます。 

 また、昨年の第１弾に加えて第２弾ということで、今年、現国会に食品の安全性確保

のための農林省の関連法律の整備ということで、今法案を５本ぐらい出し ている。そ

の中で農薬取締法も再度改正をお願いしております。内容は大きく２つございます。

一つは、無登録農薬とか販売禁止農薬が販売されたときには、回 収の命令をかけ

るという命令措置ということを言っております。強制的な命令措置を入れるというのが

１点であります。それから、もう一つは、農薬の登録と食 品衛生法上の残留農薬基

準の設定を同時にするということで、要は、食用に使う作物については、今後すべて

農薬登録で販売されるものは、みな残留基準が設定 されるというような仕組みに移

行するための措置をやっているところであります。先週、衆議院での審議が終わりま

して、今週から参議院という段階でありま す。 



 これまでの法案審査、特に農薬取締法について、その中でも今回の議論であります

特定農薬、これについて幾つか国会等で質問が出ていますので、ご紹介をさ せてい

ただきます。二、三ありますけれども、まず、指定の作業を今後どういうふうに進める

かというようなのがかなり出ております。それから、もう一つ、天 然由来で安全なもの

は、そもそも農薬の規制対象外にしてほしいと、すべきといいますか、したらどうかと、

そういうような議論が出ております。後ほどこれら については担当の方から説明をさ

せたいと思っております。 

 それから、もう一つ、農林省関係ということではなくて、政府全体の食品安全の取り

組みということで、食品安全基本法という法案も現在国会で審議をされて いるところ

でありまして、一つだけ申し上げますと、第８条に、農家を含めまして、食品関連事業

者は、その事業活動を行うに当たっては、みずからが食品の安 全確保についての第

一義的な責任をとるということ。それから、そのために食品のきちんとしたものの供給

の責務を果たすというような規定がありまして、当然 ながら生産資材についても、そ

れぞれの自己の判断と責任ということがさらに重要になると。言わずもがな、当然国

としてもきちっとした責任というのは当然で すが、そういうふうな生産者といいますか、

食品に関連する方の責任というのをしっかり規定されたところであります。そういった

意味でも、資材の安全性確認 というのは当然ながら重要なことであるということであ

ります。 

 今回の議論は、前回の４月 16 日に議論をいただきました論点なりを、皆さんの意見

を踏まえて、さらに指針案ということでつくりました。これは、今後特定 農薬のいろい

ろな作業をする上での基本原則というもの。いきなりこれが個別に入りますと、いろい

ろと議論が出ます。まず基本原則、どういうものから、科学 的に当然ながらどういうよ

うなデータを尐なくともとるかとか、チェックするかというような基本原則であります。本

日、この議論をいたしますので、よろしく ご議論いただきたいと思います。よろしくお

願いします。ありがとうございました。 

【事務局】 それでは、次に事務局側を紹介させていただきます。 

 まず、農林水産省側から紹介させていただきます。 

 私の左側、皆さんからごらんになって右側ですけれども、竹原生産資材課長でござ

います。 それと、皆さんから見て私の左側ですが、田雑課長補佐でございます。 

 それから、その隣が安藤課長補佐でございます。２人とも農薬対策室でございます。 

 それから、次が独立行政法人農薬検査所、渡辺部長が来ております。 

 それと、あと、審議官の向こう側、皆さんからごらんになって左側ですけれども、環

境省の早川農薬環境管理室長でございます。 

 その右側が更田室長補佐でございます。 

 よろしくお願いします。 



 議事を始めます前に、本日の配付資料の確認を簡単にさせていただきます。 

 クリップどめでとじてある１つ目が今回のメインの資料でございまして、外していただ

きますとわかりますが、資料が１から８までございます。１枚目に全部 書いてありま

すので、ご確認いただければと思います。全部通しページを振っておりますので、ペ

ージで呼ぶ場合もあると思いますけれども、よろしくお願いし ます。 

 資料の１が名簿で、先ほど見ていただきました。資料２が配置図で、きょうの座席表

でございます。それから、資料の３、後で確認させていただきますが、第 ２回目の合

同会合の議事概要がございます。それから、資料の４、これは先般ご審議いただきま

した、農薬ではないとされるものということで、一部指摘がござ いましたので、修正案

ということでつけております。それから、資料の５、これが情報提供のあった資材のう

ち農薬として使用すべきでないもの、使用する際に は農薬登録が必要だというような

リストでございます。それから、資料の６、これが本日ご議論いただくメーンでございま

すが、特定防除資材指定のための評価 に関する指針＇案（でございます。この間の

議論を踏まえて、論点を整理して指針にいたしております。それから、資料７、これも

あわせて見ていただきたいん ですが、整理フロー図でございます。指針案と一緒に

見ていただければと思っています。それから、資料８が特定防除資材を指定するとき

にあわせて提供すると いうことを想定している情報でございます。今回指定したもの

は入ってございません。 

 あとは参考資料ということで、また別のクリップでとめてありますので、それもごらん

いただきたいんですが、これは先般の論点メモが１つ目で、参考資料で ございます。

それから、参考資料２というのが、これも前回配ったものと同じですので、また見てい

ただきたいと思います。これは登録農薬のときに必要となる 試験項目でございます。

それから、資料の３が、これは前に農薬分科会で配った資料ですけれども、特定農薬

の概要ということで、めくっていただきますと、資 材の特定農薬として寄せられた情報

のリストがここに入ってございますので、また役に立つと思いますので、今回も配付さ

せていただきました。あと、参考資料 の４というのが、最近報道されている特定農薬

関係の新聞報道です。最近のもの、前回の会議以降のものをピックアップしてみまし

た。 

 以上でございます。 

 確認していただいて、不備な点があれば事務局にお申し出いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それで、次ですけれども、進め方でございますけれども、実は、ご存じのように本合

同会合というのは、環境省と農林水産省の持ち回りで事務局を務めさせて いただき

まして、今回は農林水産省が担当ということでやらせていただきます。ということで、

座長を前々回お願いした本山委員に今回お願いしたいと思います が、よろしいでご

ざいましょうか。 



 それでは、本山先生にこれからの進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

【本山座長】 それでは、これより私が議事進行を行いますので、よろしくお願いします。 

 本日も、前回に引き続き公開とさせていただいていることをお断りします。 

 さて、議事に先立ち、前回の合同会合の議事概要について確認したいと思います。

事務局に読んでいただいて、この場で確認をいただきたいと思います。 

【事務局】 それでは、読ませていただきます。資料３をごらんください。 

 前回の第２回合同会合の議事概要でございます。開催日時及び開催場所、それか

ら出席者については、ここに書いてあるとおりでございます。 

 会議の概要から読ませていただきます。 

  (1)特定農薬の指定に関する意見募集の結果等について。事務局から、特定農薬

の指定に関する告示、特定農薬の指定に係る意見募集の結果、特定農薬に関連し

た有機ＪＡＳ制度及び特別栽培農産物表示制度の動きについて説明があった。 

  (2)特定農薬として情報提供があったもののさらなる整理について。事務局から、特

定防除資材の検討に当たり、情報として寄せられた資材の扱いを明らかに するため、

「農薬でないとされるもの」と「農薬として使用すべきでないもの」の整理について説明

があり、おおむね妥当とされた。 

  (3)特定防除資材＇特定農薬（の指定について。事務局から、特定防除資材として

指定する際の薬効や安全性評価のガイドラインを検討するに当たっての論点メモに

ついて説明があった。 

 検討の結果、 

 [1]論点の項目としてはおおむね妥当ではないか。 

 [2]評価項目が多く、また費用もかかることから、データの作成が現実的には困難と

なり、特定防除資材の指定は余り進まないのではないか。 

 [3]農薬メーカーが農薬登録に当たり多大な労力と費用をかけて試験を実施してい

ることとの公平性の確保が必要ではないか。 

 [4]散布者のみならず、周辺への影響等の評価が十分か疑問が残る。 

 [5]試験方法について、簡易的なものを開発することが必要ではないか。 

 [6]論点メモに記載された試験項目では安全性評価は不十分ではないか。 

 [7]天然物については成分の変動が大きく、また、加工による成分変化もあることか

ら、慎重な検討が必要。 

 [8]天然物、化学合成物質のいかんにかかわらず、同一の毒性評価が必要。食品だ

からといってデータを省略すべきでない。 

 [9]特定防除資材は商品ではなく物質として指定するので、特定防除資材の混合物

の安全性についても慎重な検討が必要。 



 [10]食品添加物として使われている物質とされても、食品衛生法に基づき定められ

た規格と同一のものかどうか不明であり、食品添加物と同一の物質であることをもっ

て安全とはならない。 

 [11]指定に当たってのデータは、国も作成する必要があるのではないか。 

 [12]天敵微生物は特定防除資材の検討対象とはしないとあるが、弱毒ウイルスは

検討対象としてもよいのではないか。 

 [13]特定防除資材の定義から見て、使用方法・量の規定のないことから、暴露評価

ができないのではないか。ハザード評価のみで指定するということになると、登録農

薬よりも厳しい評価が必要。 

 などの意見が出された。 

 これらを踏まえて、事務局において特定防除資材の指定に当たっての評価ガイドラ

インを検討し、次回の合同会合でさらに検討することとなった。 

 また、本合同会合において、個々の資材について評価をしていただくことになること

について了承された。 

 以上です。 

【本山座長】 ありがとうございます。 

 修正意見があればお願いします。よろしいですか。 

 それでは、修正意見がありませんので、このまま認めていただきます。 

 それでは、議事に入りますが、冒頭、事務局から最近の情勢報告があるということ

なので、簡単にお願いします。 

【事務局】 前回、４月の会議で、そのときも情勢報告ということでパブリックコメントを、

結構ボリュームがあったんですけれども、紹介 させていただきました。それ以降、ま

たいろいろ問い合わせがございまして、若干ご紹介させていただきますが、冒頭、審

議官の方からあいさつの中で述べたよ うに、主に２点ございます。一つは、特定農薬

の指定作業はどうなるのかというような話でございまして、一つは国会でも質問がご

ざいましたし、あと、参考資 料ということで、さっき見ていただきましたけれども、新聞

関係、参考資料４というところでございますけれども、ここでも１枚目に、これは業者か

らの話です けれども、どうするんだということで出ております。業者関係では、非常に

期待を持たれているということで前にちょっとご紹介しましたけれども、そういうよ うな

話でございます。私どもとしては、きちんとルールを決めて評価していくという作業に

かかりたいと思っていまして、きょうの審議はそういうことでお願い したいと思ってい

ます。 

 それから、２点目ですが、有機農業で使用するような天然由来の安全な防除資材に

ついては、そもそも農薬の定義から外してはどうかと。要するに、農薬取締 法の規制

から除外すべきだというような意見もございます。これにつきましては、安全性という



点では、登録というところまでいかないということで、登録から は外すんですけれども、

特定農薬として販売を行う場合が当然想定されるわけでして、そういう場合に届け出

義務、それから、虚偽宣伝の禁止というようなこと を法律上、その辺の規制はかけて

いるということでございます。これは特定農薬と称して、異なる薬剤とか不良品を販売

しないようにするためです。成分や効果 の虚偽宣伝をして、ごまかしがないようにと

いうような意味でございまして、必要最小限の規制はやはりかけるべきだということで

ご説明をしているという状況 でございます。 

 これは新聞報道の２枚目、60 ページにも簡単に、これは余りにも簡単過ぎてわから

ないんですけれども、こういう「天敵生物外して」というタイトルで載っていますが、こう

いう話として出ております。 

 ご紹介いたしました。 

【本山座長】 ただいまの説明にご質問、ご意見はありますか。よろしいですか。 

 それでは、議題の１番目に入ります。 

 特定農薬に関して情報提供があったものの整理について、前回の議論を踏まえて

再度事務局から説明があるようですので、お願いします。 

【事務局】 ちょっと私、今になって気がついて申しわけございません。配付資料の確認

のところで、一番最後に委員の皆様だけに委員限りということで、参考資料の５と参

考資料の６というのを配付させていただいています。 

 参考資料の５というのは、これは前回の４月 16 日のときの議事録でございまして、

内容的に確認いただいて、後でまた申し上げますけれども、修正があれば お知らせ

いただきたいということと、本日の会議で参考になる点があれば、これを引用していた

だければという意味で配っております。 

 それから、参考資料の６は、これは前回、４月 16 日の合同会合の後に、ファクスな

どで各委員から意見をいただいておりますので、私ども、これを参考に今 回の指針

案を作成させていただいているわけですけれども、そのいただいているそのものの資

料を、手書きのものもありますけれども、皆さんの参考になるよう にということで配付

させていただいております。これをもとに後でまたご発言いただければと思います。す

みません。 

 それでは、今、座長の方からありましたことにつきまして、まず、特定農薬に関して

情報提供のあったものの整理ということでございます。これは前回見てい ただいた

資料でございますが、そのときにご指摘いただいた点の修正をいたしましたので、ちょ

っとご紹介させていただきます。 

 一つは、７ページの肥料の関係でございました。下に＇注１（というのがございまして、

前回、ここで農薬的な使用について云々ということで書いてあったん ですけれども、

これは余り農薬的にどうのこうのというよりも、これは肥料が用途外に使用されている



という事例があったということなので、これは肥料なので この表には掲げなかったと

いう、簡単な注でよろしいというご指摘がありまして、そのようにさせていただいており

ます。というのが１点でございます。 

 それと、その次の８ページでございますが、先般、牧野委員の方から酸化チタンに

ついて、有害性についての話があれば教えてほしいという、その場でお答え できな

かったものですから、簡単にご紹介いたします。酸化チタンというのは、一般の用途と

しては白い色の塗料とか、印刷インキとか、化粧品とか、あと食品 添加物でホワイト

チョコレートの色づけにも使っているようでございます。それで、今回の農業としての

使用例というので見ましたら、まだ実用化段階ではない ようですが、試験段階でやっ

ているようですけれども、養液栽培で、酸化チタンを付着させた装置に養液を通すと

いうような技法です。他の試験例、研究例を見 ても、ガラス容器とかポリエステルの

フイルムに酸化チタンを塗布するというような形でやっているようです。原理的には、

紫外線を当てると光励起して、活性 酸素を出して抗菌作用が生じるというようなこと

です。こういった使用方法なので、作物に吸収ということはまずないだろうと。それか

ら、毒性に関しては、こ れも報告、レポートがあったんですけれども、動物、人では有

意な吸収とかがないということで、毒性の観察もないというような話でございました。

食品添加物 としても使用されているんですけれども、そういう有意な吸収とかがなく

てＡＤＩは設定されていないというようなことも書いてありました。ちなみに急性毒性 は、

ＬＤ50 が１万 2,000mg／kg と非常に高いというか、安全であるという、そういうもので

ございまして、ここに入れておいて問題ないのではないかというふうに私ども は思っ

ております。そういうようなことでございます。 

 それと、９ページでございますけれども、これは情報提供のあった資材のうち、農薬

として使用すべきではないものということでリストアップしています。こ れは特段修正

を加えておりません。これらについては、農業資材審議会、実は６月に予定をしており

ますが、農業資材審議会の意見を聞いて、今後、情報提供に よって周知をしていこ

うと。それで、農薬として使用しないようにということで、指導・取り締まりを行っていき

たいというようなことでございます。ここの資 料５の９ページ、10 ページ、非常に重要

な話だと思っております。 

 先ほど見ていただきました参考資料４というところで、新聞記事がございましたけれ

ども、61 ページ、木材防腐剤クレオソート油というのが、これは国土交 通省の関係で

しょうか、使用禁止というような話で報道されていますけれども、こういうものを９ペー

ジの下から二段目ですか、クレオソート油というのも出て おりまして、こういうものは

農業使用ということでは、農薬的に使うということでは非常に好ましくない、やめてもら

おうというような趣旨で情報を周知して、 指導・取り締まりをやっていこうというふうに

考えております。 

 という状況でございます。 



【本山座長】 どうもありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、一忚前回議論をしたことですが、何かお気

づきの点があればお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 前回からちょっと時間がたっていますので、もう一回、表にずっと目を通していただ

ければと思いますけれども、問題があるかどうか。 

【森田委員】 全体としてはこれで多分いいと思います。一つだけ説明がありまして尐し

気になったのは、酸化チタンの話がありましたけれ ども、酸化チタンというのは２種

類の酸化チタンがありまして、結晶構造が違っていて、光触媒に使う酸化チタンとお

化粧品に使う酸化チタンは違うものだとい うことがちょっとあります。全体の判断とし

てはこれで多分いいと思いますけれども。 

【本山座長】 それは結晶構造が違うだけで、毒性的には余り変わらないということです

か。 

【森田委員】 よくわかりませんが、光触媒用に使っているやつについては、そういう意

味で調べられてはいないのかなという感じですね。 ただ、大きな違いがあるような感

じはしないんですけれども、ご存じのように、光触媒というのはある種の半導体で、ラ

ティスにちょっと穴があって、光を吸収 するようなことが尐しあるんですね。そういうこ

とがちょっとありますけれども、全体としては大きく間違っていないかなという感じがし

ます。 

【本山座長】 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 特に９ページから後の農薬として使用すべきでないものというのが非常に重要では

ないかと思うんですけれども。今までこういうものを農業者が農薬以外のも のとして

使っていたということが非常に問題であって、いかに生産者に情報が伝わっていなか

ったかということだと思います。これからこれは非常に周知徹底し ていくべきことでは

ないかという気がしています。 

 それでは、ご意見がないようですので、次に進ませていただきます。 

 議題２に移りますけれども、これが本日の議論の中心になるものです。前回、検討

に当たっての論点メモが事務局から示されて、各委員から出された意見を事 務局は

集約して、今回、資料６の特定防除資材指定のための評価に関する指針＇案（として

まとめていますので、本日はこれをもとに検討したいと思います。事 務局から説明を

お願いします。 



【事務局】  それでは、説明いたします。 

 それと、ちょっと今、座長からも報告がありましたけれども、さっきの９ページ、10 ペ

ージの話なんですけれども、これは必ずしも農家の人が現在使ってい るかというと、

こういうものが使えるという情報はありましたが、実際使っているかどうかの確認は、

実のところ私どもはしておりません。 

 それでは、資料の６でございます。前回、論点メモということでお出ししていたものを

もとにご議論いただいて、意見をいただいたものをまとめております。 この資料の６と

次の資料の７というのに図がございまして、この２つをごらんいただきながら、後でま

た資料７はそれ用にご説明いたしますけれども、というと ころでご説明を始めさせて

いただきます。 

 要するに、12 ページからでございます。まず、目的でございますけれども、本指針は、

農薬取締法第２条、これは正確に言うと第２条第１項でございます。 第２条第１項に

より、特定防除資材を指定するに当たって必要な薬効及び安全性に関する評価の考

え方を示すものであるというところでございます。 

 それから、IIですけれども、特定防除資材指定のための評価に関する基本的考え方

ということで、特定防除資材は、薬効のあるものの中から、原材料に照ら し──ここ

が重要だと思っていますが、原材料に照らし、農作物等、人畜及び水産動植物に害

を及ぼすおそれがないことが明らかであると確認されたものが指定 されなければな

らない。したがって、特定防除資材の指定に当たっては、次の点が科学的に評価され

ることが必要である。 

 １点目が薬効でございます。特定防除資材の病害虫や雑草に対する防除効果、も

しくは、農作物等の生理機能の増進または抑制に対する効果が確認されること。 

 ２点目が安全性でございます。特定防除資材の農作物等、人畜及び水産動植物へ

の安全性が確認されることというような点でございます。今回いただいている 意見、

前回の議論の中でも、特定防除資材だけが普通の登録農薬に比べて評価が甘いと

いうことであってはいけないというご議論が随分出ておりますが、ここの ポイントは、

さっき言いましたように原材料に照らしているところで、一つ、スクリーニングがかかっ

ていて、こういったものであればというのがかかっている というのが法律上の趣旨で

ございます。 

 III でございますが、指定に係る手続でございます。特定防除資材の検討対象とする

資材の範囲ということでございます。検討対象とする資材の範囲は、農 薬取締法第

１条の２第１項及び第２項の規定に基づく「農薬」の定義に該当するものであって、以

下のものは除くと。農薬の定義というのは、先般、資料があり ましたけれども、要は

農作物等の病害虫の防除に用いる薬剤、それと天敵、それともう一つは、生理機能

の増進または抑制という、成長調整的な薬剤ということ で、３種類ございますが、そう

いった定義に該当するものであって、以下のものは除くということで、これは先般と大



体同じでございますが、化学合成物質、こ れは除こうと。特定農薬の候補としては除

こうと。ただ、食品はこの限りではないとしようと。２点目は抗生物質。それから、３点

目が天敵微生物なんですが、 先般、弱毒ウイルスの話でご議論がございまして、フ

ァクスでいただいた資料にも、弱毒ウイルスは、安全性は問題ないのではないかとい

うことで、数人の委員 の方から意見が出ております。なかなか難しいテーマだなと思

いまして、とりあえずここでは結論を保留する形で表記させていただいていますが、場

合によって は弱毒ウイルスというのは特定防除資材に入れてもいいのではないかと

いうような意見があるということでございます。４点目ですが、有効成分以外の成分と

し て、化学合成された界面活性剤などの補助成分が入っているもの、これも除こうと

いうようなことでございます。 

 ２点目ですけれども、検討対象資材の評価優先度。優先して評価する検討対象資

材は、主に以下の点を踏まえて農林水産省及び環境省が協議の上決めるという こ

とで、１点目は、安全性に懸念があるとの情報があるもの。２点目は、現に当該資材

の使用がかなり普及しているもの。３点目は、評価できる資料が整ってい るものとい

うことでございまして、これも各委員の皆様のご意見が大体こういうところで集約でき

るのではないかということで考えております。 

 それと、指定作業でございますが、特定防除資材の指定のために、農林水産省及

び環境省において検討対象資材について調査・作成・収集した資料を整理し、 検討

対象資材の評価優先度を考慮しつつ、評価準備の整ったものから農業資材審議会

農薬分科会特定農薬小委員会と中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員 会、

要するにこの合同会合でございますけれども、ここで評価を実施すると。これは先般

お願いした点でございます。当該評価結果を踏まえて、農林水産大臣及 び環境大臣

は農業資材審議会へ諮問し、農業資材審議会は審査終了後、農林水産大臣及び環

境大臣に答申を行う。農林水産省及び環境は、この答申を踏まえ、特 定農薬の指定

に関する告示の改正等、必要な事務手続を行うという段取りで行うことを考えており

ます。 

 それから、IV ですけれども、特定防除資材の評価に必要な資料ということでござい

ます。資料の範囲ですが、特定防除資材の評価は、原則として、下の表が あります

けれども、その資料の範囲内で行うことと。原則としてということでございますけれども、

大体このぐらいそろっていればよいのではないかということ で、「ただし」とあります。

広く食用に供されるものそのものにあっては、表中の４の (2)の[2]及び[3]、毒性の部

分でございますけれども、[2]、[3]。それから、広く食用に供されるものの抽出物によっ

ては、同[3]を省略する ことができるものとするというようなことで、ふだん食べている

のであれば、このぐらいはいいのではないかというような視点です。これらは緩めるよ

うな案で ございますが、「また」ということで書いてございますけれども、農業資材審

議会では、この合同会合または農業資材審議会において、有害性の懸念が指摘され 



た場合は、必要な試験項目について追加して調査を行うものとするということで、これ

は厳しくする話なんですけれども、ご指摘があればもう尐し調べることも 行わなけれ

ばいけないだろうというような点でございます。 

 ということで、表を見ていただきますけれども、資料の概要、それから物化性及び成

分規格に関する資料ということで、名称、原材料──原材料は、これは 使っている

原材料をすべて記入してもらおうということです。それから、あと、製造方法というのが

ありますので、ここもやはり必要な、これもご指摘があった 点ですので、必要な情報

は入れようと思っています。それから、安全性の関係があります。 (2)の[4]、ここは暴

露の話でございますので、これもやはりどの程度の暴露かということで、作業者の関

係と作物残留とやはり両方情報は入手しようとい うふうに思っております。それと、

使用方法に関する資料ということで、やはりどういう使用を想定するのかということで

ありまして、通常の使用方法というこ とですけれども、どういう方法をするのかと。必

要な情報も指定したときに提供しようと考えているわけです。 

 次のページでございますが、14ページでございます。薬効に関する資料及び評価の

目安。今の表の中の３でございますが、評価に必要な資料ということで、 まず、薬効

がどうかということですが、公的試験研究機関において実施された試験成績を２例以

上必要とし、資材の種類により、以下の要件を必要とするという ことで考えています。

[1]が、病害虫の防除、除草に使用する場合ということで、同一の病害虫または雑草

に対する野外での防除効果試験成績＇種子消毒の場 合は野外での試験成績でなく

てもよい（であって、試験成績の結果として防除価を算出したものということで、防除

価という考えを出してございます。客観的に 数字であらわそうということです。[2]が、

農作物の生理機能の増進または抑制に使用する場合ということで、同一の農作物に

対する野外での生理機能の増進 または抑制効果の試験成績。これも２例以上という

ことで考えております。ちょっと書き忘れでございます。それから、供試農作物等の名

称、評価対象資材使用 時期の生育ステージ、対象病害虫・雑草名、それから、当該

防除資材の使用方法、これは使用時期とか回数とか、こういうものですが──など、

登録農薬の薬効 に関する登録検査時に必要な検査項目とおおむね同様の項目と

いうことで、一忚必要な情報は集めようというふうに考えています。 

 それから、 (2)ですが、検討対象資材の薬効が確認される目安ということなんです

けれども、ここも多分いろいろご議論があると思います。とりあえず書いてございま 

す。病害虫の防除、除草に使用する場合ということですが、防除価がいずれの試験に

おいても50以上というふうに一忚考えました。この根拠ですけれども、登 録農薬では、

登録農薬でもやはり防除価という考えを持っていまして、殺虫剤、殺菌剤は防除価が

平均 50以上ということでやってございますので、これと同じ で考えたらどうかと。ただ、

除草剤はもう尐し高い値を設定しているんですが、50 ということでどうだろうかと思っ

ています。それから[2]ですが、農作物 の生理機能の増進または抑制に使用する場



合。これは個別に専門家の意見も踏まえて確認せざるを得ないなということでござい

ますので、特に数字は用意してご ざいません。 

 それから、３点目ですが、安全性に関する資料及び評価の目安ということで、表中

の４に該当するところですが、まず、薬害でございます。評価に必要な資料 としては、

薬害に関する論文等の調査結果ということです。２点目ですが、検討対象資材の薬

害がないことが確認される目安ということなんですけれども、指定 の際に薬害の発

生に関する情報を集めまして、これがないということであれば、当該特定防除資材に

ついて薬害がないということが確認されたものとすると。な お、想定される範囲を大

幅に超えて使用した場合に、何か影響が出るというような可能性があれば、こういうこ

とを考慮しなければならない場合は、その旨の情 報も集めようということでございま

す。 

 それから、人畜に対する安全性でございますが、評価に必要な資料として、[1]です

けれども、原則としてＧＬＰ試験研究機関において実施された以下の文 献等、学術論

文等として発表されたものでなくても可ということで、多尐広めに集められるようにして

はどうかと思っています。これは、この前ご紹介したよう に、急性毒性、それから、変

異原性試験、Ａｍｅｓ試験です。それから、90 日間の反復経口毒性試験というようなこ

とで、あと、暴露評価と。有害性の報告が ある場合は、暴露評価もやろうということで

す。それと、[2]として、既存の文献情報及び評価対象資材の構造活性に関する資料

も集めてみようというふうに 思っております。 

 それで、２番目に検討対象資材の人畜に対する安全性が確認される目安でござい

ますが、上の試験成績により安全性が確認されたものは、人畜に対する安全性 が

確認されたものとすると。評価の際には、当該検討対象資材の腐敗とかカビ、これも

数名の委員からご指摘が従来からございまして、こういうものの発生な ど、２次的な

悪影響の部分についても確認するということをしてはどうかと思っております。 

 それから、３－３ですけれども、水産動植物に対する安全性ということで、まず、評価

に必要な資料ということで、魚毒性の関係の文献です。 (2)として、検討対象資材の

水産動植物に対する安全性が確認される目安でございますけれども、これは、先般

ご説明しましたように、魚毒性Ａというところ で見てはどうかと。これは括弧内にあり

ますけれども、コイで 48 時間で 10ｐｐｍ、半数致死量でございますが、これは登録農

薬の 100倍の安全性ということで先般説明させていただいています。こういうことで安

全性を確認するということでよろしいのではないかということです。 

 それから、４点目ですが、使用方法に関する資料でございます。薬効があって安全

性に問題がないという通常の使用方法でございます。通常使われているも の、こう

いったものとか、使用上の注意があれば集めてみようということで、これもさっきいい

ましたように、情報提供するようなことを考えていこうというふ うなことでございます。 

 以上でございます。 



 それで、ついでに資料７も簡単に見ていただこうと思います。 

 今ご説明したことが、さっきの資料５ですか、農薬として使用すべきではないといっ

たものも含めて、一つの図にしております。まず、判断の上からいきます けれども、

農作物の病害虫防除資材という資材があったとして、これをどうするかということなん

ですが、まず、薬剤か天敵かということで、要するに農薬であ るかどうかということで

判断をすると。農薬ではないということであれば、それは右の方へ行ってしまうわけで

すが、農薬に該当する、定義に該当するというこ とであると、次に、登録がある、また

は過去にあったもので、登録しなければ農薬として使用すべきではないものということ

で、さっき横表で見ていただいたも のですが、たばこの抽出液とかがここのところに

出てきていますけれども、こういうものについては通常では使用できない。使用するの

であれば、ちゃんと登録 をとるというような手続ということになるんですが、そういう安

全性に問題があるというものです。 

 次が、今回の特定農薬として該当する──原材料から見てというところでのふるい

なんですけれども、化学合成物質＇食品は除く（、抗生物質、天敵という、 これはちょ

っと弱毒のことはスペースがなくて書いてございませんが、こういうものに該当するも

のは、ＹＥＳであれば登録してもらうと。登録の申請をしても らおうと。あと、界面活性

剤というのが入っています。 

 こういうものでないということであれば、初めて特定防除資材指定の検討の方に入

ってくるということでございます。そういうことでやってみてはと。特定防 除資材の検

討の途中で安全性のところで安全性が明らかではない、もっとちゃんと評価すべきと

いうところになってきますと、ＮＯということで右に行きまし て、やはりこれは農薬登録

にすべき資材であるという判断も出てくるわけです。こういうことでやっていったらどう

かという図でございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

【本山座長】 それでは、皆様からのご意見、ご質問をお願いいたします。 

【森田委員】 化学合成という言葉が結構出てくるんですけれども、この化学合成という

のはどうやって定義されるものでしょうか。ちょっ と例示的に言いますと、例えば化学

合成された界面活性剤というのが出てきますが、石けんのようなものは、あれは化学

合成された界面活性剤と考えるかどう か。天然型の、脂肪を加水分解してつくったよ

うなものは、化学合成された界面活性剤に入るのかどうかとか。それから、バイオリア

クターみたいなもので合成 されたものというのは、すべて化学合成というふうに考え

るかどうか。化学合成の定義を尐しお聞きしたいと思います。 

【事務局】  一忚農林省の方で特別栽培農作物に係る表示ガイドラインというのがあり

まして、この中に化学合成農薬というのがございま す。ここで使っている言葉遣いを



一忚想定しているんですが、今のご質問には直接、完璧に答えられないんですが、

「農薬のうち、化学合成されたものを言う」 というふうになっているだけなんですけれ

ども。一般に自然物そのものではなくて、いろいろな成分を化学合成しているというよ

うなことでございます。 

【森田委員】 そうだとは思うんですが、そこのところは、要するに化学合成とは何かとい

うことを相当きちんと詰めておかないといけないのではないかという、そういう質問で

すけれども。 

【事務局】 先般も北原委員の方から木酢を例にとって、あれは蒸留したりいろいろやっ

たりしている過程で、天然物ではないのではないかというご指摘があったんですけれ

ども。 

【森田委員】 石けんはどう見るかなんですが、石けんは。石けんは脂肪酸のエステル

ですけれども、加水分解しただけですから。それは どっちにするかというのは、化学

合成……どう判断すればいいんですか。本当はそれまで化学合成というとちょっとあ

れなんですが。エステルの加水分解なんか のは化学反忚で…… 

【若林委員】 前回出席していないのでわからないんですけれども、今の関連で、今お酢

というのが出ていますね。これは発酵してつくるも のと合成してつくるものがございま

して、それで、やはり化学合成物質だと言えば、化学屋から言えばそうなります。石け

んなんかも、当然私なんかの感覚では 化学物質というか化学合成品であるというこ

とになりまして、例えば石けんに非常に近い合成の界面活性剤というのもたくさんあ

るんです、脂肪酸系で。だか ら、この言葉ってすごく難しいなということで、私も森田

委員と同じように、余り安易に使うと大変だなという。どうしたらという対案はございま

せんけれど も。 

 それと、評価のときに、例えば水生生物に対する毒性とかに関連するんですけれど

も、どういう状態で評価されるんでしょうか。例えば酢酸ですと、酢酸その もので評価

しますと、魚毒性なんかは非常に強くなる可能性があります。だけれども、使う状態で

評価するとすると、かなり薄くなりまして、それは農薬そのも のの評価とも絡んでくる

と思うんですけれども、原体でするかどうかと。原体でしますとかなりひっかかってくる

ものがあるのではないかなと。例えば、先ほど の 10ｐｐｍというのを見させていただ

いて考えました。 

【本山座長】 ありがとうございました。 

 いかがでしょう。 



【事務局】 化学合成物については、もう尐しご意見というか、教えていただけるという気

がします。 

 それで、今の酢酸の話なんですけれども、お酢の話なんですけれども、食酢そのも

のは数％が酢酸なんですね。それ自体は、要するに原体ということではなく て、要す

るに食酢ということで指定したということでございまして、酢酸ということで指定したわ

けではないです。これを通常使うようなことの想定で安全性を 見たということでござい

ます。 

【本山座長】 化学合成物質の定義について、どなたか委員の方からご意見ありません

か。 

 従来は、農薬検査所が農薬登録申請があったときには、例えばアミノ酸のようなも

のであっても、その抽出とか精製の過程で加熱していたときには天然物では ないと。

これは手が加わったということで、毒性にしてもフルコースの要求をしてきたという経

緯があるのではないかという気がするんですけれども。 

【事務局】 農薬登録の場合には、まず申請という行為で、その原材料というところでは、

まず原体でデータを要求しますし、製剤でデータ を要求しますということで、どれも原

材料で区別はしていないんですね。それで、どれかの項目が安全性について別の要

件で理由が説明できますかという形で除 外されることがあるということで、そういう物

として最初から区別するということはないです。 

【本山座長】 わかりました。 

 どなたかご意見ありますか、化学合成物質はこう定義すべきだという。 

【森田委員】 多分、非常に境界線上のものはまだまだ出てくるような感じがするんです

ね。境界線上の中で、食品を排除をするということ だけを一たんここでつくられている

んですが、食品だけでないような場面もちょっと出るかもしれませんので、むしろ化学

合成物質としてスキームの、フローの 中でＹＥＳ＆ＮＯのところで入ってくるんですが、

そこのところに、例えば専門委員会みたいなもので判断するような項目を尐し残して

おいた方がいいかもしれ ないですね。それによって尐し弾力的に運用できるかもし

れないと、そんな感じがします。 

【本山座長】 よろしいでしょうか。 

【事務局】 ありがとうございます。 

 そういうことも必要であろうと思います。これは一忚イメージ的なもので、基本的な指

針ということで考えております。 



 それと、化学合成という言葉で、先ほど、私、特別栽培農作物ガイドラインを非常に

簡単に言ってしまったんですけれども、もう尐し詳しく書いたものがござ いましたので

紹介します。化学合成とは、化学的手段＇生活現象に関連して起こる発酵、熟成等の

化学変化を含まない（によって、化合物及び元素を構造の新た な物質に変化させる

ことをいうと。一忚そう書いてあるわけでございますが。 

【本山座長】 この間、北原委員が指摘された例えば木酢液なんかは、木の成分そのも

のではなくて、相当炭をつくるのに加熱するというプロセスが入るので、これは天然物

ではないという解釈をされたわけですけれども、これはどうなりますでしょうかね。 

【事務局】 一忚農水省の中での運用としては、木酢液も天然物的な、化学合成物質で

ないという扱いをしているようです。多分、運用的な話になると思うんですけれども。 

【北原委員】 この資料の中に除虫菊を栽培して抽出するとありますね。これみたいには

っきり殺虫成分だとわかっていて、この場合はこの 表の中のどこに入るんですが。こ

の文章を見ると──２枚の資料がございますね、一番最後、「『特定農薬』進まぬ指

定 農家も業者も『困った』」と書いてあ る。これなんかもう 100 年ぐらい研究されて、

ピレスロイドだってはっきりわかっているんですね。大体一定の成分でとれている。抽

出すればとれるのはわかっている。こういう のは今後どういうところに、どうやって指

定されるんですか。それとも自由に使っていいのか、それともどうなのか。その辺がち

ょっとわからないので。 

【事務局】 実態は、抽出するのと粉末のまま使うのというのがあるらしいんですね。そ

れで、これは記事にも書いてあるんでけれども、こ のまま販売しようというふうに考え

ていたという話なので、私どもはこれは農薬としての使用だろうということで、販売する

際には登録をとってやってくれとい うふうな形になるわけです。 

【北原委員】 登録するのはいいですけれども、これは古典的に粉末でも昔はノミ取り粉

で使われていたんですよね、実際に。抽出する方法 も今は決まっていて、いろいろな

いいというのがわかって一定きれいにとれるようになっています。そういう場合に、登

録するのはいいんですけれども、どうい う過程を経て登録をされるんですか、この表

の場合。 

【事務局】 これは、最初のところで図がございましたが、資料７ですね。ここの２番目の

ひし形のところで、右の方に行って下の方に落ちていくというようなことではないかと

思うんですけれども。 



【北原委員】 自動的に登録されるんですか。何かいろいろ検査をやはりしなければいけ

ないのか。 

【事務局】 登録する際には検査をして登録ということになるんですが。ただ、皆様の方

でこれは特定防除資材として見る要素があるのではないかというご指摘があれば、そ

ういうところも出てくるかもしれないです。私どもは登録すべきものだというふうに

……。 

【北原委員】 私はちょっと正確には知りませんからあれですけれども、ピレスロイドの歴

史っていうのは 100 年ぐらいありますから、その中できちんと天然農薬として使われ

てきたわけですよね。それと同じような手法でやった場合に、やはりまた同じ農薬の

登録 のように全部やるのかどうか、その辺ちょっと私ははっきりわからないものです

から、どうなんでしょう。 

【事務局】 これは、通常の登録ということに入ってくれば、フルデータという話になってき

ます。 また何かご意見があれば後で……。 

【本山座長】 先ほど若林委員の方からご提案といいますか、指摘がありましたように、

例えば魚毒性のところで、Ａ類相当を対象にすると いうことですけれども、そのＡ類と

いうのは、有効成分で試験してＡ類なのか、製剤といいますか、商品そのもので試験

してＡ類なのかということが非常に大き な分かれ目になると思いますね。それから、

今の除虫菊の粉末にしましても、有効成分そのものは恐らく非常に魚毒性が高いの

ではないかと思うんですけれど も、粉末状態で試験すればどれぐらいになるかという

ことですね。この辺はどう考えたらよろしいでしょう。 

【事務局】 これは、原材料そのものに照らしてというところがございまして、これは原材

料を実際にどういうものを使うかと。要するに、 流通形態そのものなんですけれども。

言葉によって特定できる流通形態のものが、例えば、抽出物というふうに書けば抽出

物になるんですけれども、そのもので あればそのものということになるわけです。そ

のものをわざわざ抽出物に直して検査するのではなくて、材料そのもので見ていくと

いうふうなことで。 

【本山座長】 今の事務方のご説明、皆さんよろしいですか。 

 そうすると、ｐｐｍの計算は、その中のテリトリーについてではなくて、粉末の重さで

計算をするということですね。 

 環境省側の委員の方はいかがでしょう。いいですか。 



【中杉委員】 実際は、この中で暴露のところがどうなるかということですね、実際に使っ

たときに。フライドカンは今、余り議論していな いですね。複数で使ったり薄めて使う

ときに、それが実際の環境に出てきたときにどういう状態になるかということの情報は

多分必要なんだろうと思うんです ね。 

 この暴露のところで、表に入ってるのは、これは一忚試験のことが入っていますけれ

ども、試験ではなくていろいろ入れなければいけないと思うんですが。暴 露について

のところが、例えば作業者の暴露と作物残留ということだけで済んでしまっているんで

すけれども、実際には環境中での残留とか、生物への濃縮とい うようなこと、これは

試験を必ずしもやれということを申し上げているわけではないんですが、そういう情報

を集めておかないといけないのではないかと。これ は生物だけではなくて、人の健康

という意味からも、そこら辺の評価はどうしても必要なのではないかなというふうに思

います。この暴露に関する試験と書いて ありますが、試験と書いてあると試験をやっ

て、試験をやった結果が情報ということなんでしょうけれども、ちょっと供されている構

造活性的な資料の中にあっ たかと思いますけれども、それらを含めて、それに関す

る情報を集めなければいけないということははっきり出しておいていただいた方がい

いかと。 

 必ず試験をやりなさいというともっと大変になりますので、やがてはそういうことも必

要になるかもしれませんけれども、最初からそれを義務づけるというの ではないです

が、そういうことに関しての情報も集めると。そういう中で、先ほどから議論になってい

る点もどうなんだというのは尐し考えていけるのではない だろうかなというふうに思い

ます。 

【本山座長】 ほかにいかがでしょうか。 

【若林委員】 先ほどの化学合成物質にまた戻ってしまうんですけれども、例えば、先ほ

どのお酢で、化学合成物質というふうに言います と、要するに、合成したお酢は使っ

てはいけない、発酵したお酢はいいというような感じに受けとられませんでしょうか。

それで、私が思ったのは、例えば化学 合成物質でこの委員会で認めたものとか、そ

れから、例えば登録農薬と同等の毒性を持っているものとか、ほかの言い方をしない

とやはり混乱を来すのではない かと。例示でお示ししていただければ、もうちょっと抽

象的な言い方で、もしこの言葉を使いたければ使われた方がいいなという気はいたし

ますけれども、化学 合成物質という言葉ですね。 

【事務局】 一忚今の食酢の話は、食品ということで一忚除いたということなので、登録

の方に行かずに特定農薬の方になれると。要するに、法律の趣旨でも原材料に照ら

しているところがありまして、食品というカテゴリーに入っているお酢ということで。 



【若林委員】 そうすると、石けんはどうなりますか。界面活性剤の議論のときに、昔よく

ありました議論が、天然物からつくったものはい いよと。合成物質からでは、石油か

らはまずいと。そのときに、昔、ソビエトで石油から石けんをつくった時代もあるんです

ね、天然油がないときに。だから、 ちょっとほかの例で出てくると困るなという意味で

申し上げているんですけれども。要するに、成分そのもので議論すべきものであって、

合成するというか、そ の経路で余り、先ほどのピレスロイドにもかかわりますけれど

も、要するに、合成ということに余りこだわられると、混乱を後でするのではないかなと

いうこと をちょっと懸念いたします。 

【事務局】 環境省ですが、化学物質については、農水省の方で有機農産物のガイドラ

インにおいてもそのような言葉が使われているようで すが、環境省としても、化学合

成物質をここで最初から対象としていないのはなぜかといいますと、化学物質の審査

及び規制法、通称、化審法という法律があっ て、化学物質については用途を限らず

蓄積性と分解性を審査して問題なければ製造等について承認するという制度なんで

すが、その中の除外規定で、農薬取締法 に規定する農薬というのは、化学物質審

査規制法の対象からそもそも除かれるているわけなんですね。すなわち、いろいろな

用途がある化学物質で、農薬として の用途もその一つであるという場合にはもちろ

ん化審法の適用を受けますけれども、農薬だけに使われる物質は化審法の対象から

そもそも除かれております。 

 その除かれている理由は、農薬は、農薬取締法に基づいて化審法と同等又はそれ

以上の安全性等の検査がされているためということです。今度は新しく特定農 薬と

いう制度ができて、安全性上問題のない農薬は登録検査が不要になるということにな

ります。こういったところにもし化学物質が入るのであれば、化審法か ら見ても、そも

そも農取法に規定する農薬は化審法の対象から除かれていて、その農取法の中でさ

らに特定農薬として安全性の検査が除かれてしまうと、そこに もし特定農薬だけに使

われる化学物質があるとすれば、その化学物質はそもそも何の審査もなく世の中で

使用されてしまうということになります。この件につい ては環境省の中でも議論しまし

て、化学物質については、特定農薬の対象にはせずに、登録検査を受けて登録すべ

きものとすべきではないかとなりました。な お、化審法の中でも食品衛生法に基づく

食品というものは、やはり規制対象から外れていますので、例えば今の食酢なんかも

そもそも外れるということになりま す。 

 また、中杉先生のご議論にありましたけれども、濃縮性についても、やはりそれは天

然にない、本当に化学的に合成されたものであれば、確かに濃縮性という ものをみ

なければいけないんですけれども、ここでイメージしているのは、世の中に今までなく

て、人間がつくったものというのではなくて、天然物由来のも の、ですから、仮にそれ



が結果として合成してつくったものとしても、そこら辺は天然物と同等のものであれば、

濃縮性というのはそもそも問題ないのではない のかなと考えられるということです。 

【中杉委員】 天然物であるからいいという話ではなくて、天然物は本来普通にある状態

と農薬で使われる状態というのは状態が違うわけで すね。常に一般に天然にある状

態とは違う状態ですから。当然そういう場合は問題があるわけですね。例えば、天然

物は幾らでもありますけれども、そんなもの を抽出して持ってきて犯罪に使うようなこ

ともありますね。だから安全だというわけではないので、やはりそういう意味では別な

形で使うという、天然物を使う という行為があるということはやはり考えていかなけれ

ばいけない。そういう意味で、そこで必ず試験をしなさいということではなくて、どういう

性質のものか という情報を得て、そこら辺の安全は確認していく必要があるだろうと

いうことで申し上げたんです。 

【北原委員】 先ほどの若林委員のお話に関係するんですけれども、食酢というのは発

酵してつくったものが使われている。合成品は、酢酸 はまずいわけです。だけれども、

どっちがピュアかといったら、実は合成品の方が 100％ピュアなんです。完全に、

99.9％──スリーナイン以上にきれいだと。食酢の方にはうまみとかいろいろなのが

入って、だから逆に食べるのにはい いんですけれども。いろいろなものが入っている

わけです、発酵でつくっていますから。完全にピュアではありません。だから、もしかし

たら食酢と同じような 濃度、二、三％ですか、合成の酢を薄めれば当然それは使っ

てもいいはずですよね。だから一緒にしているというのはそれでいいと思うんです。 

 逆に言えば、これはピレスロイドの場合には、除虫菊には６種類のものが入ってい

ますけれども、いろいろな割合で。どのぐらい入っているか、濃度は尐しず つは違い

ますけれども、生産地によっては。だけれども、これはずっと使われてきて、しかも今

度は逆に合成品の純粋なものがいろいろな試験を全部受けて許可 されているんで

す。こういうものをどういうふうに取り扱うかというのは非常に難しいと思うので、これ

はまたもう一回、全部やり直すなんていうのは、これは これでつくっている方は大変

だろうなと思うんですけれども、その辺についてどういうふうにお考えなのかという点

についてちょっとお聞きしたいんですけれど も。逆に天然物の方は改めて──天然

物に由来して新しいものができて、それに関連した天然物と同じものもピュアなものが

できて、実際にたしか登録されて使 われていると思いましたけれども。そういう場合

にはこういうものの評価はどうなるんですか。 

【事務局】 従来の農薬取締法というのは、特定農薬とかない時代のものというのは、ま

さに農薬として販売するのであれば、すべて登録を 受けなければならないという制

度でございました。今回、特定農薬というのができたので、これは評価の結果いかん

なんですけれども、要は通常の登録ではない 方法で流通する可能性が出てきたとい



うことなんです。だから、従来のやり方を、私がさっき言いましたけれども、今回はどう

なるかというところは、まさに必 要な資料を私どもで集めて、皆様に見ていただくとい

う形になると思うんです。従来の登録の農薬の中に、もちろん天然のものから抽出し

て登録してあったもの があったわけですので、そういう形でそれをやったと。今回は

それを制度として……。 

【北原委員】 だけれども、農薬として既に登録されている純粋な成分がありますよね、

純粋の。ピレスロイドなんかいっぱいいろいろある わけですけれども。もっと形が変

化したものもあります。だけれども、もともとはと言えば、天然のものをとって構造を調

べてそこから発生してきたわけですよ ね。翻って、もとに戻って、同じものが実際に

登録されているわけだけれども、そのものを抽出したら、天然からとってみたら同じも

のがあった。そうしたらそ れを使い方で規制ができるのではないかなと、例えばそう

いう気もするわけです。 

【事務局】 従来の登録があったものがあったとしても、全く天然のものとは違うんですね。

それは製剤化しているわけでして、いろいろな 補助成分とかが入っていて、これはち

ょっと同一ではないので、やはりそれは同一とは扱えないということなんです。だから、

改めて天然物で出てきた場合にど うするかというのはあると思います。 

【須藤委員】 先ほどの農薬環境管理室長のご説明で、登録農薬は化審法の守備範囲

だと、これは十分承知をしているんですが、仮にこの特 定農薬というものが、ここで

決まったようなものも、もしも新たな資材であるならば、化審法の守備範囲からは農

薬取締法の範囲ということで消えるんですね。 要するに、どこも審査しなくなってしま

うかなという心配を私もするものですから、そういうことでよろしいのかということがま

ず質問と、それから、意見とし ては、先ほど若林先生もおっしゃっていられたんだけ

れども、私も特に石けんの問題というのは、これは別に農薬とは関係なくて、今、ずっ

とこの環境問題の中 で、世間では石けんを使えば安全だと。要するに、ほかの合成

の界面活性剤を使うと環境に悪いというような考え方というのがあって、例えばこの

新聞記事なん かの中にもそういうような思想というのがあるような気もするんだけれ

ども。決して天然のものが安心で──また天然のものだって、例えば界面活性剤、高

級ア ルコール系なんかそういうものをつくるわけですから、それは当然そういうことで、

原材料が何であったかというよりも、最後のプロダクトでここで商品になる ものが何

であるかということで評価をした方が、それは安全性評価とか暴露評価とかをしていく

方が本当はよろしいのではないかなと、こういうふうに思いまし たので。 

 一つは質問で、一つは、最後は意見でございます。 



【事務局】 今のご質問ですけれども、化審法上、登録農薬が適用から除かれていると

いうのではなくて、正確に言うと農薬取締法第１条の ２第１項に規定する農薬という

ことで、農薬取締法の定義により先ほどの病害虫等を防除する薬剤、これそのものが

化審法から外れているわけです。 

【須藤委員】 これも全部ね。 

【事務局】 全部入ります。登録の有無に拘わらずそもそも農薬というものは化審法の適

用対象から外れています。したがって、それを製造 等しようとすれば登録をとらなけ

ればいけないということになり、当然登録申請し所要のデータを付して、検査をして安

全性が確認されたら登録になると。その プロセスで安全性等が確認されていくので、

化審法で規制すると二重規制になるということで化審法の対象から外れているという

ことです。 

【須藤委員】 わかりました。 

【本山座長】 議論が尐し飛ぶんですけれども、まずはこの指定に係る手続の１の検討

対象とする資材の範囲についてちょっと焦点を絞りた いと思います。一番最初に議

論になりました化学合成物質は、自動的に対象からは外すということはいかがですか。

ただし、食品になっているものはこの限りで はないということですね、対象の範囲に

入らないと。 

【若林委員】 化学操作を加えたものはすべて外すということになりますと、厳し過ぎるか

もしれないですけれども、私は賛成します。今、 農薬環境管理室室長のおっしゃった

ような抜けが出るのを恐れるという意味からは、それですと抽出操作とか、そういう化

学操作が入ったものは全部今までの ルートの評価をいただくと。ただ、化学操作を

一切加えていないものについてはよろしいということでしたら、この文言どおりで結構

です。 

【本山座長】 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょう。 

【森田委員】 まだ依然として化学操作とは何かというディフィニションがはっきりしない。

例えば、抽出というのは厳密な意味では化学操作では多分ない。したがって、抽出は

化学操作ではないというふうに考える。 

【若林委員】 それはそうですけれども、いわゆる…… 



【森田委員】 それはおかしいと思うな。もしそこに入れてしまうと、例えば油を搾油した

だけで、そこから出てきたやつは物理的な操作が 入っているから、それを化学操作

というふうに読むんですかと言われると、多分混乱してくる。したがって、ここのもとも

とのイメージは、化学工場などで合成 化学反忚をプラントでつくっているようなものは

一忚外した方がいいのではないかという思想だったと思うんですが、それ以上に広げ

るのはよくないという感じ がします。これが第１です。 

 それから、第２は、食品は除くというだけではなくて、もうちょっと総合的な判断をしな

いと、要するに、ただ厳しいだけにぎりぎりしていくと、世の中多分 動かなくなるという

感じもしますので、食品など合理的な理由があるものはそこから外すというぐらいにし

ておいた方がいいだろうということが２点目です。 

 それから、ちょっと尐し飛んでしまいますが、先ほどの生態系への影響という中の議

論にちょっとありましたけれども、議論で一つ抜け落ちているのは何かと いうと、実は

生産量なんですね。例えば、天然物型に移って、特定農薬にどんどん移っていって、

しかし、それがどんどん量が増えてくると、多分環境インパク トはすごく大きくなってく

るわけですね。しかし、このフローの中には、使われる量の概念が全然入っていない

ものですから、そこはどこかにひょっとしたら入 れた方がいいかもしれないというのが、

これが３番目です。 

 それから、ついでにもう一つ申し上げますと、先ほど化審法との議論が尐しありまし

たけれども、化審法にも既存化学物質という部分がありまして、昔から使 われていた

部分については、特段の判断をしないで使ってよろしいという形で運用されている部

分が大きいんですね。それで、多分農薬の方にも、先ほど北原先 生がおっしゃった

のは 100 年前から使っているという、そんなので、つまり、昔から経験的にある程度

使っているものについて、そうぎりぎり言わない方がいいのではないかという 判断も

ちょっとある。そこの部分をどこかで折り込んでおかないといけないかなという感じが

します。 

【本山座長】 ありがとうございました。 

【行本委員】 今、１の資材の範囲ということで、私はちょっと化学合成物質の定義をどう

するかというのはわからないんですが、先ほど農 薬対策室長、それから農薬環境管

理室長が言われたような化審法の定義とか、それから、農薬対策室長が言われた特

別栽培農作物ガイドラインにある化学合成の 定義とか、その辺でやったらいいので

はないかとは思うんですが。ここで、まず特定農薬の検討対象とする資材の範囲に入

れておいても、そこで検討の結果、問 題のあるものはやはり登録すべきだというよう

なところへ分かれていくわけですね。したがって、特定農薬になるかもしれないような

ものは、この中の定義で含 ませておいた方が──除外されてしまいますと、初めか

ら登録するということになり、特定農薬に入るかもしれないというのが入らなくなるわ



けですから、多尐 広げておいてもいいのではないかという気がします。同じような理

由で天敵微生物も、弱毒ウイルスは私も入れてもいいと思います。例えば弱毒ウイル

スが出て きてた時、検討結果これはやはり登録すべきだというふうになるのであれ

ば、ここに入れておいても困ることはないのではないかと思います。 

 以上です。 

【中杉委員】 私自身は、どんな定義をしても必ずあいまいさが残るので、実際には出て

きたものはどうやるかという判断をすることになる と思うんですね。ここで判断して、

それが適当かどうかと。こちらは特定農薬に入れていいかとかということなので、余り

細かくぎりぎり議論しない方がいい し、あるいは、逆に「など」というような言葉は入れ

ない方がいいだろうと私は思います。むしろヒンの定義は何なんだとまたこういう議論

になりますので、文 化的に本当に食品と添加物をどう考えるかという話、食料という

話で。 

 もう一つ、森田委員が言われたことを尐し誤解を得ないように申し上げておきますけ

れども、既存化学物質というのは昔から使っているから安全──経験とし て使って

いいよということを言っているわけではなくて、あれは試験がなかなかやれないから、

実際的には使いましょうということで、いつもですとあれは後で 全部チェックをしてい

るわけですね。ですから、そういう意味では、ここで昔から使っているからいいよという

のは、これはチェックが済んでいるからいいよと いう話ですので、別のものではない

ので、もしそういう話でしたら、そういうところから引いてくるというと誤解を招くことにな

るというふうに思います。 

【若林委員】 例えば、石けんというのは化学反忚するから化学物質という理解でよろし

いんですね。 

【森田委員】 それは余り賛成しないですね、個人的には。 

【北原委員】 化学反忚ですよ、加水分解ですから。 

【若林委員】 それで、例えば天然物でもいろいろ毒性が高いものがあって、抽出操作と

いうのは化学反忚ではないという、物理反忚だとい うことで、それは合意をした場合

に、有害なものはこの評価の中でチェックできるという理解でよろしいですか。天然だ

から必ず安全ではないと。だけれども、 この評価体系の中で、抽出物でかなり濃くな

ったものでも評価できるという理解ということでよろしいでしょうか。 

【森田委員】 ひょっとしたら私の理解が間違っているとよくないんですが、ポイントは、要

するに、殺虫的な効果があるとか、ある種の効 果があるものがあり、それは農薬取



締法の登録農薬として売られているものが一つあると。しかしながら、それよりは効果

が低いかもしれないけれども、環境に 優しい、あるいは体に優しいかもしれないと思

っているいろいろな材料が別個存在をして、それは２つに行くしか道はなくなっている。

登録農薬になるか特定防 除資材になるか、どちらかになる。特定防除資材にならな

かった場合は、登録農薬にならなければいけないので、そこには極めて厳格な毒性

試験が要求される。 しかしながら、先ほど化審法の議論をちょっとしたんですが、昔

から使っているものについて、必ずしもそういう厳格なやつをやらないで、経験的に使

い続ける ことを認めているようなものが化審法の世界には尐しあると。それは安全だ

とは言っていないですよ。だけれども、そういう世界が一方であるんだけれども、農 

薬も、そういう材料についても、そういう世界が本当になくて大丈夫なんでしょうかとい

うのがまず背景にあって、それで、例えば先ほど北原先生のおっしゃっ た除虫菊か

ら抽出している粉末みたいなものは、登録農薬になるだけの試験にかけるお金を供

給できないようなときに、それは消えてしまうことに多分なると思 いますが、そういう

シナリオが果たしていい結論に結びついているんでしょうかというのが尐し気にはな

るので、ここのところ、余りぎりぎりと厳格にし過ぎる と動かしにくくなるかなという、そ

れがポイントなんです。そのときに、しかし、では除虫菊の抽出したやつをみんなが物

すごく使い始めると、またちょっとひ どいことが起こる。したがって、それは量の問題

ですよねというのをちょっと先ほど申し上げたわけです。 

【本山座長】 ありがとうございました。 

 検討対象の資材のところで、まず１番目の化学合成物質かどうかというところにつ

いてはいろいろ議論が出ましたので、物によっては境界が非常に難しいとい うものも

ありますので、一忚は化学合成物質は特定防除資材の検討対象以外だと、これは登

録の方の審査を受けるべきだということにしておいて、ただし、そう いうあいまいとい

いますか、境界のようなものについては、検討対象にしても自動的に特定農薬に指

定されるわけではありませんので、その次のいろいろな審査 の過程でだめになるこ

ともあるわけですので、そういうあいまいなところも一忚認めるということでまとめては

いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それから、２番目の抗生物質はいいと思いますけれども、先ほどの天敵微生物で、

弱毒ウイルスはどう扱うかということについてもしご意見がありましたら……。 

【岡田委員】 ５月７日に農薬登録された弱毒ウイルスが一つありはしますけれども、ま

た弱毒ウイルスは天敵微生物と本質的に変わるもの ではないと思っていますが、植

物ウイルスというのは、ほかに防除のしようがないということ。尐ない、あるいは、ない

ということ。特異性が非常に高いと。同 一の植物ウイルスであっても、系統が違えば

効果が出にくい、あるいは、ないというところがあります。それから、大量に生産する

のは非常に容易なことではな いというのもあります。通常の生産方法であれば、安



全性と効果にそう問題が起こるものではないだろうということで、環境省の方から意見

を求められた分につ いても、私は弱毒ウイルスは天敵微生物の中で例外として特定

農薬の方に移してもいいのではないかとしました。登録をとりたい人があれば、また

登録をとって いただいてもいいとは思いますが、これは例外として扱っていいのでは

ないかという意見で申し上げました。 

【本山座長】 ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょう。 

【須藤委員】 今の岡田先生のおっしゃっていられること、十分理解しておりますし、私も

弱毒ウイルスなるものの性状なり、特性なりは理 解を一忚はしているつもりでござい

ますが。この問題、やはり一忚念には念を入れるというか。それと、特にはこの弱毒

ウイルスの理解というのが非常に不十分 な部分もあるので、やはり登録をとりあえ

ずはお願いしておいた方が一忚よろしいのではないかなと、こういうふうに思っており

ましたので。理論的根拠は十分 あるわけではございませんが、宿主特異性とかそう

いうのがあるのは承知をしておりますけれども、登録の方に入れられた方がいいので

はないかと、こう思いま した。 

【牧野委員】 特定防除資材の検討に当たっての論点メモに対する意見ということで、尐

し聞きましたので、その資料を 149 ページ、 150 ページに載せておきました。弱毒ウ

イルスというものの理解が尐ないということですので、簡単に申し上げますと、自然界

に無数に存在するわけですね。 例えば、サツマイモでございますと非常にたくさんの

ウイルスがありまして、作物が維持されているのは、弱毒ウイルスがそこにたくさん存

在するからだという ふうに言われているぐらいなんですね。例えば、ウイルスフリー

にしまして、それを無毒化する最近の技術でウイルスを簡単に除くことができます。し

かし、一 作つくりますと、強毒ウイルスに感染して次の年には栽培ができなくなってし

まうようなことが実際に起こるわけであります。強毒に対して弱いウイルスという のは

自然界にたくさん存在して、日常的に何千年も我々がそれを食べてきておるわけです。 

 弱毒ウイルスのつくり方を簡単に申し上げますと、ウイルスに感染した植物を温室

に置きまして、生育する限界点ぐらいの温度で処理をいたします。そこから とれてく

るウイルスを一個一個分離をするわけです。その中で非常に弱く発病をするものを拾

い上げるわけです。そして、それを増殖して、実際に有効かどうか を確認します。そう

いうことで、弱毒株をつくるわけです。それらは増殖をして、小さい規模ですけれども

利用される。そういうのが現状でございます。ですか ら、我々は、ずっと昔から食べ

てきて、私自身もたくさん食べたわけですけれども、全く問題がないということでありま

す。 

 それから、もう一つ、 150 ページですけれども、これはＧＬＰの実験ではございませ



んけれども、一忚研究者の皆さんがおやりになった実験を取りまとめてみていただき

ました。そ うしてみますと、微生物のガイドラインの要求項目を、大部分満たしている

のではないかなというふうにも思います。これは検査所の方に見ていただいて確認を 

していただければいいと思うんですが。そんなことで、私は念には念を入れてもう既に

ガイドラインをクリアーしているということではないかなと思います。 

 ただ、最初の時点で農薬の登録をとらなかったという部分があるわけですけれども、

植物のウイルスという概念そのものが、例えば動物細胞には全く感染をで きないも

のを分類学上植物のウイルスと位置づけているということでして、全く問題ないという

ふうに私は理解しているわけです。 

【本山座長】 ありがとうございました。 

【行本委員】 弱毒ウイルスに関して、現状を事務局側からお話しいただきたいと思うん

ですけれども。私がかなり前にどこかの県、高知県 ではなかったかと思うんですけれ

ども、話を伺ったことがあります。先ほど弱毒ウイルスのつくり方のお話がありました

けれども、一度弱毒ウイルスを例えば個 々の農家が手に入れますと、それをもとに

して増殖できるわけですね。それで、施設の中でそういう自分のところにある弱毒ウイ

ルスに感染した植物を、例えば 葉っぱをすりつぶしまして、農薬散布するみたいにま

くんですけれども、そうすると強毒ウイルスにかからなくなるという、そういうふうなやり

方だと思うんで す。それで、随分昔に弱毒ウイルスというのが、最初そういうのが防

除に利用できるというふうに考えられたときに、たしか農薬登録をとろうという話があ

った と思います。そのときにも農家が自分のうちでどんどんふやせるわけですから、

まず販売という、そういう流通の経路には乗りにくいのではないかとか、そのほ かい

ろいろな理由があって農薬登録はとらなかったという経緯があったと記憶しておりま

す。 

 そういうようなこともあって、安全性についてもそれほど問題はないだろうということ

と、実際に今、普通のほ場で使われているかどうかというのはわからな いんですけ

れども、施設で使われることが多いのではないかということ、それと、組換え体がある

という話をちょっと伺ったことがあるんですが、その辺は、審 査の段階で必要なもの

は登録、あるいはさらに安全性のデータを要求することができると思いますので、当

面、この中に入れることについては問題はないと思い ます。 

 以上です。 

【本山座長】 ありがとうございました。 

 弱毒ウイルスについては、昨年の 12 月の農業資材審議会の中の特定農薬検討委

員会、６名の委員会で議論したときも、委員会の中でも意見が両方ありまし た。きょう、

反対の意見を述べられた国見委員が欠席なんですけれども、国見委員の反対の根



拠は、こういう微生物は、やはり突然変異とかそういう問題も考え る必要があるので

はないかと。それから、培養しているときにきちっと管理されない、特に農家なんかが

勝手に培養したときに、いろいろなほかのものが混入し てきて、有害微生物がそこに

入ってくるというような可能性もあるではないかとか、いろいろな理由を述べたわけで

す。 

 それで、今の行本委員のご発言もありましたので、検討対象に乗せるということは、

即、特定農薬に指定されるということではありませんので、そこから先に また詳しい

いろいろな安全性、効力、その他に関する審査が入るわけですので、審査対象にす

るということはいかがでしょうか。 

 ご異議がないようですので、一忚弱毒ウイルスは対象に乗せるということでまとめた

いと思います。 

 それから、 (4)の有効成分以外の成分として化学合成された界面活性剤などの補

助成分が入っているものは除くということですけれども、これについて何かご意見ござ

いますか。 

 界面活性剤などとなっていますけれども、例えば、ここに有機溶剤とか、あるいはア

ルコールであるとか、アルコールに何かを抽出して溶かしてあるという場合はどうなり

ますでしょうかね。 

  (4)については、原案どおりでよろしいですか。 

 それでは、ご意見がないようですので、このとおりということにしまして、それから、

大きな２番の検討対象資材の評価優先度、これはいかがでしょう。ご意見ありますか。 

 妥当な線ではないかと私も思うんですけれども、よろしいですね。 

 では、ご意見がないようなので、これもこのままということで。 

 次の 13 ページに行きまして、資料の範囲ですね。特定防除資材の評価に必要な資

料で、その資料の範囲ということで表があります。これについて何かご意見のある方

はお願いします。 

【中杉委員】 先ほどもちょっと申し上げましたが、下の方のところで、暴露評価に係る

──これ、全部試験になっているんですけれども、 試験に関する資料ということです

ね。この表の中の読み方なんですけれども。上は安全性に関する資料で、その中の

こういうものに関する資料というふうに解 釈…… 

【事務局】 すみません、これ、試験と書いてありますけれども、それに関する情報という

ことで考えています。 

【中杉委員】 情報ですね、そういうふうにしてくれた方が。必ずしも試験ではないと。そう

いう意味でいくと、作業者暴露、作物残留及び環境残留ということを加えておいてい

ただいた方がよろしいのかなというふうに思います。 



【本山座長】 今のは安全性に関する資料の、 (3)は水産動植物に対する安全性に関す

る資料がありますけれども、それではなくて…… 

【中杉委員】 [4]です。[4]のところです。 

【本山座長】  (4)として…… 

【中杉委員】 「作業者暴露及び作物残留」というところに「環境残留」ということを……。 

【本山座長】 [4]ですね。 

【中杉委員】 ちょっとあいまいな言い方ですけれども、そのぐらいのあいまいなものでい

いんだろうというふうに思っておりますから。 

【本山座長】 ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょう。 

【石井委員】 今の資料の範囲の中で、３行目のところですね、「広く食用に供されるもの

の抽出物にあっては同[3]を省略することがで きる」というふうになっているんですけ

れども、抽出するとはいかがでしょうね。もともと食用のものを防除の資材として使うこ

と自体は、そう問題はないと思 うんですけれども。そんなにたくさんの試験は要らな

いと思うんですけれども。抽出物になるとちょっとそういうわけにもいかないのではな

いかなと思うんです よね。どういうふうに加工してしまうかによりますけれども。という

ように思うんですけれども。 

【本山座長】 この点についていかがでしょう。 

 確かに、例えばキャベツをとりましても、キャベツは食用作物ですけれども、キャベ

ツそのものを使う分には毒性の問題はないかもしれませんけれども、そこ から特定

の成分を抽出しますと、高濃度な特定の成分が出てくると。当然その中には非常に毒

性を示すようなものも入ってくるわけですね。そうすると、一概に 食品の抽出物だか

らといって[3]を、90 日間反復経口投与毒性試験を免除してもいいかというと、そこは

心配だという今のご意見だと思うんですけれども。 

【事務局】 事務局としては、要するに食品的なものであるような抽出物、つまり、抽出方

法によるというふうに今思ったんですけれども、 抽出方法によってはというふうに、例

えば水で抽出するとか、例えば圧搾して抽出するとか、何か濃縮するとかというのと

はまた違うと思うんですけれども。抽 出方法によってはというふうにさせていただけ

ればと思うんですが。 



【本山座長】 単一な成分を抽出して、高濃度に濃縮してということではなくて、役所の方

の考え方は、植物をすりつぶして水で抽出したも のを使うと。それを念頭に置いてい

るわけですね。その場合はいかがでしょう。この[3]の 90 日間の反復投与を免除して

もいいかということですけれども。 

【石井委員】 単にすりつぶして、それをまくぐらいのもの、すりつぶしたものをまくぐらい

の、そういうイメージであればそうでしょうね。 

【本山座長】 ほかにご意見いかがでしょう。 

【牧野委員】 聞き漏らしたかもしれないですが、原材料という視点をどこに置いて考え

るかというのがあると思うんです。抽出した後のも のを原材料と考えるのか、あるい

は先ほど言われたような一番最初のものを原材料として考えるかということです。「そ

の原材料に照らし」というところら辺が 安全かどうかというので、それをそのまま抽出

──濃度を高くして使うのでなければということだと思うんですけれども。その辺のと

ころの解釈の問題が、原材 料をどの時点で原材料とするのかというところで安全性

の評価が違ってくるのではないかと思います。 

【本山座長】 その辺はいかがでしょう。 

【金森委員】 原案のままだとやはりちょっと誤認しやすいのではないか、多様な解釈に

よる誤認を防ぐような表現にしておいた方がいいのではないかと思うんですが。 

【事務局】 ケース・バイ・ケースということが出てくると思うので、これはいずれ個別にご

審議いただくときに出てくる話なので、ここの表現としては「抽出方法によっては」とい

うことでご了解いただければというふうに……。よろしくお願いします。 

【本山座長】 それでよろしいでしょうか。 

 そのほかに、このところでいかがでしょう。 

 私、ちょっと気になったのは、原材料といいますか、まな板の上に乗っかる資材が、

例えば薬用植物の抽出液といったときには、いろいろなものがたくさん含 まれていま

すね。そのときに、提出する資料として、有効成分及びその他の含有成分をすべて出

せということができるのだろうかということですね。それから、 そういうものを今度暴露

評価をするときに、作物残留の濃度というのは一体何について出すのだろうかという

ようなことが非常に難しいなという気がしたんです けれども。どなたかご意見ありま

すでしょうか。 



【森田委員】 ここのところ、私も尐し気にはなっていたんですが、有効成分というのはわ

かっておるんでしょうか。 

【本山座長】 先ほどの除虫菊のように、わかっているものもあればわかっていないもの

もあるかもしれませんね。 

【森田委員】 わかっていないんだとすると、含有量は規定できないですよね。あとの、先

ほどの環境への毒性の、ミジンコは何ｐｐｍとい うやつも、わかっているのであれば

有効成分で規定することが多分正しいと思うんですが、わかっていないものについて

は、規定しにくいなということもあっ て、そこのところでちょっと議論ができなかったん

ですが。このままいくと、有効成分がわかっているというものしか防除資材には該当し

なくなるんですが。そ うかどうかはわかりませんが、そんなふうに感じたんですけれ

ども。それはどういうふうに扱ったらいいかですね。 

【本山座長】 さあ、どうしましょう。ご意見ありませんか。 

【行本委員】 これ、例えば薬用植物のようなものをつぶして抽出したものとか、あるい

は、最初にいただいた資料、よく覚えていないんで すけれども、つぶしただけとかい

うのもあると思うんですよね。この場合、だから有効成分としますと、何となく防除に有

効な成分というふうにとられますけれ ども、これ含まれているもの、例えばニームだ

ったら、ニームの葉１に対して例えば水を 10 にしてつぶしたものとか、そういうような

書き方で、中に何が入っ ているのかというのがわかるものであればいいのではない

かと思うんですけれども。 

  以上です。 

【事務局】 それでは、わかる範囲で有効成分及びその他の含有成分という、そんなこと

でいかがでございましょうか。 

【若林委員】 先ほど、私、お酢のときにこだわったのは、10ｐｐｍと、私の理解では、原

体を１としたときにという理解でしました。だ から、いわゆるバイオアッセイですよね。

トータルのものとして評価をしたときにということで。だから、そういたしますと、この数

値がわかっていれば、業者 の方は場合によったら薄めて出すということになるのか

なと思いながら伺っていましたので。これ、ｐｐｍという表現がいいのか、もうちょっと違

う表現にしな いと、15 ページのところは誤解を招くかもしれませんね。成分がわかっ

ていない限り、こういうことはできないわけで。 



【金森委員】 質問ですけれども、以前の配布資料によると、アメリカの表示の場合、例

えばヒマシ油の含有量を書くだけで、いわゆる有効成分とは別の扱いにしていますよ

ね。それとこの原案の関連はどうなりますか、 

【事務局】 右側のリスク決定のまさに原材料というのは材料そのものの名前だけでして、

成分がどうなのかというのは一切ないんですよ ね。ただ、今回もそれでできればいい

と思うんですが。したがって、私、さっきちょっと言いましたけれども、わかる範囲でと

言ったんですけれども、その前の 原材料のところで、そういうものであれば、我々は

よくわかっているという物質であれば、そこで判断できるのではないかと思います。 

【本山座長】 それでは、今の成分表示の問題は、有効成分が特定されているものもあ

るでしょうし、特定されていないものもあるでしょう し、あるいは、そういうものの複数

の成分による相乗効果というのもあるでしょうから、わかっているものは有効成分を

特定していただいて、それ以外のもの も、主要成分は成分構成を出してもらうという

ことでよろしいですか。 

 そのほかにいかがでしょう。 

 それでは、また後で戻ってくることも可能ですので、次の14ページを開いていただい

て、こういう試験のデータは、どういうところへ出さなければいけない かというところで

すけれども、薬効に関する資料の評価の目安というところで、公的試験研究機関にお

いて２例以上と。同じ作物、同じ対象病害虫、雑草に対し て２例以上という、これにつ

いてはいかがでしょう。 

 それから、防除価を 50 以上というのが条件になるということですけれども。 

【亀若委員】 一つは、公的試験研究機関２例以上ということなんですが、公的研究機関

がすべてでなくてもいいのではないかなという気が して、私の方で前に意見を出させ

ていただいた際も、一つは公的機関で、あと１例はそうでない、つまり、必ずしも公的

である必要はないのではないかという意 見です。残留試験の場合も、たしかすべて

公的ではなくてもよかったのではないかなという気がするんですが。私はこの薬効に

ついて、２つとも公的研究機関で あるという必要性というのは薄いと思います。一つ

はあるべきだと思いますが。というのが一つの意見です。 

 それから、２点目の防除価の話、これちょっと私、誤解をしている面がありまして、登

録農薬を一忚 100 としてという、防除価を 100 ではなくて、登録農薬を 100 として、

そしてここで特定防除資材として見る場合の薬効というものは、その登録農薬の６割

ぐらいのものがあればいいのではないかなというふうに実は 考えたんです。その理

由は、安全性の方は資料に基づいてということになるのかもしれませんが、きちっとチ

ェックはするんですが、効く、効かないの部分につ いて、登録農薬と同じレベルのも

のでしか認めませんよというふうに考えてしまいますと、 



 


